
国民年金だより

国民年金
だより
問い合わせ先

市民課　☎40-5556
栃木年金事務所
☎0282-22-6074、4134

■「
平
成
25
年
分
公
的
年
金
等
の
受
給
者
の

扶
養
親
族
等
申
告
書
」の
提
出
に
つ
い
て

　

老
齢
年
金
等（
老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給

事
由
と
す
る
年
金
）に
は
所
得
税
法
上
、「
雑

所
得
」と
し
て
所
得
税
お
よ
び
復
興
特
別
所

得
税
が
か
か
り
ま
す（
復
興
特
別
所
得
税
に

つ
い
て
は
、平
成
25
年
2
月
お
支
払
い
の
年

金
か
ら
）。な
お
、障
害
年
金
や
遺
族
年
金
に

は
税
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

　

所
得
税
は
受
け
取
る
年
金
か
ら
源
泉
徴

収
さ
れ
ま
す
が
、源
泉
徴
収
の
対
象
と
な
る

の
は
年
金
額
が
1
5
8
万
円
以
上
の
方
の

み
で
す（
65
歳
未
満
の
方
は
1
0
8
万
円
以

上
）。

　

所
得
税
に
は
、納
税
者
の
税
を
負
担
す
る

能
力
に
応
じ
た
課
税
を
行
う
た
め
に
各
種

の
控
除
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。公
的
年
金

等
に
係
る
源
泉
徴
収
の
際
に
こ
の
控
除
を

受
け
る
た
め
に
は
、あ
ら
か
じ
め「
公
的
年

金
等
の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

（
以
下「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」）を
日
本
年

金
機
構
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

平
成
25
年
分
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
は
、

平
成
24
年
10
月
22
日
よ
り
順
次
日
本
年
金

機
構
か
ら
対
象
と
な
る
年
金
受
給
者
の
方

に
お
送
り
し
て
い
ま
す
。

　

扶
養
親
族
等
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と

に
よ
り
、平
成
25
年
中
に
受
け
取
る
年
金
に

係
る
所
得
税
の
源
泉
徴
収
額
が
決
ま
り
ま

す
。申
告
書
が
提
出
さ
れ
な
い
と
、各
種
控

除
が
受
け
ら
れ
ず
所
得
税
の
源
泉
徴
収
額

が
多
く
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、ご
注

意
く
だ
さ
い
。

※
本
来
の
提
出
期
限
は
平
成
24
年
11
月
30

日
で
す
。未
提
出
の
方
は
必
要
事
項
を
記
入

の
う
え
、至
急
、日
本
年
金
機
構
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

■「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）控
除

証
明
書
」に
つ
い
て

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、納
付
し
た
全
額
が

所
得
税
・
市
町
村
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
と
な
り
ま
す
。国
民
年
金
保
険
料
を

社
会
保
険
料
控
除
と
し
て
申
告
す
る
場
合

は
、本
年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の

間
に
納
付（
納
付
見
込
み
の
保
険
料
及
び
過

去
の
未
納
分
の
保
険
料
、免
除
等
期
間
の
保

険
料
の
追
納
を
含
む
）し
た
国
民
年
金
保
険

料
額
を
証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
で

す
。

　

平
成
24
年
10
月
31
日
か
ら
11
月
2
日
に

か
け
て
、1
年
間
に
納
付
し
た
国
民
年
金
保

険
料
額
を
証
明
す
る「
社
会
保
険
料（
国
民

年
金
保
険
料
）控
除
証
明
書
」が
日
本
年
金

機
構
よ
り
送
付
さ
れ
ま
し
た
。証
明
内
容

は
、本
年
1
月
か
ら
9
月
30
日
ま
で
の
間
に

納
付
さ
れ
た
国
民
年
金
保
険
料
額
と
、年
内

に
納
付
が
見
込
ま
れ
る
場
合
の
納
付
見
込

み
額
で
す
。

　

な
お
、年
の
途
中
か
ら
国
民
年
金
に
加
入

し
た
場
合
な
ど
10
月
1
日
か
ら
12
月
31
日

ま
で
の
間
に
初
め
て
保
険
料
を
納
付
す
る

方
に
つ
い
て
は
、平
成
25
年
1
月
31
日
に
同

様
の
証
明
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、被
保
険
者
本
人
だ

け
で
な
く
、そ
の
世
帯
の
世
帯
主
お
よ
び
配

偶
者
も
連
帯
し
て
納
付
す
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。ご
家
族
の
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付

し
た
場
合
は
、そ
の
納
付
額
の
全
額
が
納
付

し
た
方
の
所
得
税
等
の
控
除
対
象
と
な
り

ま
す
の
で
、年
末
調
整
な
ど
の
手
続
き
の
際

に
ご
自
身
の
社
会
保
険
料
の
額
と
合
算
し

て
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。こ
の
場
合
、ご
家

族
分
の「
社
会
保
険
料（
国
民
年
金
保
険
料
）

控
除
証
明
書
」も
申
告
す
る
方
の
申
告
書
に

添
付
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

各
お
問
い
合
わ
せ
先

　

扶
養
親
族
等
申
告
書
、控
除
証
明
書
に
関

す
る
こ
と
は
左
記
ま
で
ご
連
絡
を
お
願
い

し
ま
す
。

●
扶
養
親
族
等
申
告
書
に
関
す
る
こ
と

･
栃
木
年
金
事
務
所
お
客
様
相
談
室

　

☎
0
2
8
2（
2
2
）4
1
3
4

･
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
0
5
7
0（
0
5
）1
1
6
5（
0
5
0

ま
た
は
0
7
0
か
ら
始
ま
る
電
話
の
場
合

は
☎
0
3
―
6
7
0
0
―
1
1
6
5
）

●
控
除
証
明
書
に
関
す
る
こ
と

･
栃
木
年
金
事
務
所
国
民
年
金
課

　

☎
0
2
8
2（
2
2
）6
0
7
4

･
控
除
証
明
書
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
11
月
1
日

㈭
〜
平
成
25
年
3
月
15
日
㈮
）

　

☎
0
5
7
0
―
0
7
0
―
1
1
7

（
0
5
0
ま
た
は
0
7
0
か
ら
始
ま
る
電
話

の
場
合
は

【
受
付
時
間
】

･
月
〜
金
曜
日

　

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
5
時
15
分

　

た
だ
し
、月
曜
日（
月
曜
日
が
休
日
の
場

合
は
火
曜
日
）は
午
後
7
時
ま
で

･
第
2
土
曜
日

　

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
4
時

※
日
曜
日
、祝
日
、12
月
29
日
㈯
〜
平
成
25

年
1
月
3
日
㈭
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ

ん
。

☎
0
3
―
6
7
0
0
―
1
1
3
0
）
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